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こ
ん
な
議
案
を
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し
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迫
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！
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そ
の
他

　

ふ
る
さ
と
ま
つ
り
や
花
火
大
会
は
、

現
在
ふ
る
さ
と
創
生
基
金
を
原
資
と

し
て
実
施
し
て
い
る
が
、
本
年
度
末

現
在
高
は
３
２
３
７
万
円
余
と
な
っ

て
お
り
、
町
の
財
政
状
況
が
厳
し
い
中
、
多

く
の
事
業
が
縮
小
や
削
減
さ
れ
て
い
る
現
状

が
あ
る
。

　

し
か
し
、
縮
小
や
削
減
ば
か
り
で
は
、
町

は
活
性
化
し
な
い
。
事
業
を
継
続
す
る
に
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
第
一
に
、
開
催
規
模
・

時
期
・
場
所
な
ど
を
総
合
的
に
検
討
し
、
歴

史
あ
る
事
業
が
継
続
で
き
る
よ
う
努
め
ら
れ

た
い
。

●
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
に
つ
い
て

　
「
玉
村
町
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
」
は
、

町
民
の
ふ
れ
あ
い
の
中
か
ら
、
町
民

全
て
の
親
睦
と
活
力
を
も
た
ら
す
こ

と
を
目
的
に
、
上
下
新
田
地
区
の
祇

園
祭
と
共
催
で
開
催
し
て
き
た
。

　

昨
年
度
、
そ
の
あ
り
方
を
検
討
委

員
会
で
検
討
し
た
結
果
、
猛
暑
の
時

期
で
あ
る
こ
と
や
「
町
全
体
の
ま
つ

り
」
で
あ
る
こ
と
を
再
考
し
、
地
域

の
ま
つ
り
で
あ
る
祇
園
祭
と
、
ふ
る

さ
と
ま
つ
り
を
分
け
て
捉
え
る
こ
と

に
な
っ
た
。

●
花
火
大
会
に
つ
い
て

　
毎
年
町
内
外
か
ら
多
く
の
来
場
者
が
訪

れ
る
「
た
ま
む
ら
花
火
大
会
」
は
、
田
園

地
帯
を
会
場
と
し
て
い
る
た
め
、
広
範
囲

を
車
両
規
制
す
る
必
要
が
あ
り
、
警
備
費

用
等
が
か
さ
む
傾
向
に
あ
る
。

　
駐
車
場
の
確
保
に
も
課
題
が
あ
り
、
収

入
に
占
め
る
補
助
金
の
割
合
も
多
く
な
っ

て
い
る
。

　
来
年
度
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
等
が
開

催
さ
れ
る
た
め
、
警
備
員
確
保
が
困
難
な

状
況
で
、
花
火
大
会
実
行
委
員
会
は
、
来

年
度
の
開
催
を
「
休
止
」
と
決
定
し
た
。

委 員 長　石 川 眞 男
副委員長　新 井 賢 次

委　　員　月 田　　　均
　　　　　柳 沢 浩 一
　　　　　髙 橋 茂 樹
　　　　　備前島久仁子

所管事務調査日：令和元年12月６日

●
制
度
の
概
要

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
県
内

全
て
の
市
町
村
で
構
成
さ
れ
る
群
馬

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
よ

り
運
営
さ
れ
て
い
る
。
広
域
連
合
は

保
険
料
の
決
定
や
医
療
を
受
け
た
と

き
の
給
付
、
被
保
険
者
証
の
交
付
決

定
な
ど
、
財
政
運
営
や
資
格
認
定
な

ど
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

市
町
村
は
、
保
険
料
の
徴
収
、
各

種
申
請
な
ど
の
受
け
付
け
、
被
保
険

者
証
の
引
き
渡
し
な
ど
、
主
に
窓
口

業
務
等
を
行
っ
て
い
る
。

●
制
度
の
対
象
者
と
保
険
料

　
制
度
の
対
象
者
は
、
75
歳
以
上
の
人
及

び
一
定
の
障
害
の
あ
る
65
歳
か
ら
74
歳
の

人
で
、
本
町
の
加
入
者
は
令
和
元
年
10
月

末
現
在
、
３
７
８
３
名
で
あ
る
。

　
医
療
機
関
を
受
診
し
た
際
の
窓
口
負
担

割
合
は
、
所
得
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
て
お

り
、
現
在
１
割
負
担
、
３
割
負
担
と
な
っ

て
い
る
。

　
保
険
料
は
被
保
険
者
が
等
し
く
負
担
す

る
均
等
割
額
と
、
所
得
に
応
じ
て
決
ま
る

所
得
割
額
の
合
計
と
な
り
、
個
人
単
位
で

計
算
す
る
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
負
担

割
合
や
負
担
限
度
額
な
ど
が
細
か
く

分
類
さ
れ
て
お
り
、
制
度
が
わ
か
り
に

く
い
と
の
声
も
聞
こ
え
て
く
る
。
町
に

お
い
て
も
、
窓
口
対
応
を
初
め
、
情
報
提
供
を

独
自
で
工
夫
す
る
な
ど
、
誰
も
が
利
用
し
や
す

い
制
度
と
な
る
よ
う
き
め
細
や
か
に
対
応
を
さ

れ
た
い
。

　

ま
た
、
高
齢
化
の
進
展
に
よ
り
対
象
者
は

年
々
増
加
し
て
お
り
、
医
療
費
等
の
増
加
も
予

想
さ
れ
る
。

　
今
後
も
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
安
定
的
に

継
続
し
て
い
け
る
よ
う
、
適
切
な
運
営
を
望
む
。

委 員 長　原 利 幸
副委員長　小 林 一 幸

委　　員　渡 辺 俊 彦　
　　　　　石 内 國 雄
　　　　　浅 見 武 志　
　　　　　宇津木治宣

所管事務調査日：令和元年12月９日
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　　　　総合的な検討を
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後期高齢者医療制度について調査

わかりにくい制度
細やかな情報提供と適切な運営を

にぎわった「ふるさとまつり」

※１.次の要件に該当する場合は、申請すれば「一般」の区分と同様に1
割負担となります。
①被保険者が世帯に1人で、収入額が383万円未満の人
②被保険者が世帯に2人以上で、収入額合計額が520万円未満の人 
③被保険者が世帯に1人で、収入額が383万円以上の人で、同一世
帯内の家族に70歳から74歳の人がいる場合、その人との収入合
計が520万円未満の人

※２.８月１日から翌年７月31日までの１年間の外来（個人）の自己負担
額の年間上限額になります。

※３.過去12カ月の間に外来＋入院の高額療養費の支給を4回以上受けて
いる場合は、4回目以降の限度額が下がります。

所得区分
外来の限
度額　　
（個人ごと）

外来+入
院限度額
（世帯ごと）

入院した
とき

　 療養病床に　
入院したとき

食　費
（１食あたり）

食　費
（１食あたり）

居住費
（１日あたり）

現役並み所得者Ⅲ
同一世帯に住民税課税
所得が690万円以上
の被保険者がいる人

３
割

252,600円＋（医療費
－842,000円）×１％
〈多数回140,100円※３〉

460円
（一部260円
の場合あり）

460円
(一部医療
機関では
420円）

370円

現役並み所得者Ⅱ
同一世帯に住民税
課税所得が380万
円以上の被保険者
がいる人（※1）

167,400円＋（医療費
－558,000円）×1％
〈多数回93,000円※３〉

現役並み所得者Ⅰ
同一世帯に住民税
課税所得が145万
円以上の被保険者
がいる人（※1）

80,100円＋（医療費
－267,000円）×１％
〈多数回44,400円※３〉

一般
現役並み所得者以
外の住民税課税世
帯の人

１
割

18,000円
（年間上限
144,000円
※2）

57,600円
〈多数回
44,400円
※３〉

低所得者II
世帯全員が住民税
非課税の人（低所
得Ⅰに該当する人
を除く）

8,000円

24,600円

210円
（過去12カ月
で90日を超
える入院の場
合は160円）

210円

低所得者I
住民税非課税世帯
で世帯全員が、年
金収入80万円以
下かつその他の所
得がない人

15,000円 100円
130円
(老齢福祉
年金受給者
は100円)

370円
(老齢福祉
年金受給
者は0円)

窓口で支払う自己負担額の一覧

田園夢花火

窓
口
負
担
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